
 

 

 

 

 

平 成 ２８年 １２月 １９日 

モバイルクリエイト株式会社 

京 阪 バ ス 株 式 会 社 

江 若 交 通 株 式 会 社 

 

ＷＥＢでの延着証明サービスの実施について（バスでは日本初） 

 

モバイルクリエイト株式会社（本社：大分市 社長：村井雄司）と京阪バス株式会社（本社：京都市 社長：

鈴木一也）、江若交通株式会社（本社：大津市 社長：安積正彦）は、一定時間以上のバスの遅延が発生

した場合に、ＷＥＢより延着証明書を発行する「延着証明発行システム」をモバステーション導入バス事業

者と共同で開発、京阪バス、江若交通からサービスを開始します。 

路線バスの遅延に対してＷＥＢで延着証明書を発行するサービスは全国で初めてです。 

尚、「延着証明発行システム」は、モバイルクリエイト製バスロケーションシステム「モバステーション」に付

加機能として搭載するものです。 

 

記 

 

１．延着証明書の発行開始日 

   平成２８年１２月２０日（火） 

 

２．対象路線 

京阪バス、江若交通のバスロケーションシステム導入路線 全線 

 

３．対象となる遅延 

５分以上の遅延が発生した場合 

 

４．証明書の発行期間 

遅延便ご利用の約３０分後より、遅延発生日を含む 7日間 

 

５．ご利用方法 

京阪バス、または江若交通のホームページから延着証明サイトにアクセスいただき、お客様のご利

用日、乗車停留所と降車停留所、本来のご乗車時刻を入力いただくと、ご指定日のご利用便を中心

に前後 30分間(合計 1 時間)での遅延最大値を遅延時間として延着証明書を発行いたします。 

＊京阪バスホームページ  https://www.keihanbus.jp/ 

＊江若交通ホームページ  http://www.kojak.co.jp/ 

 

６．入力画面・延着証明書のイメージ 

別紙【参考】のとおり 

 

７．その他 

モバイルクリエイトでは既にバスロケーションシステム「モバステーション」を導入頂いておりますバス

事業者様へも、「延着証明発行システム」を付加機能として導入を推進してまいります。 

 

以 上 



【参考】入力画面・延着証明書 （画像は開発中のものです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用区間、乗車日時を選択し、[検索・発行]ボタンを

押下すると延着証明書を発行します。 

A4 サイズで印刷できます。 


